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学　　　則

第 1 章　総　　　則

（目　　的）
第 1 条	� 本学は、教育基本法及び学校教育法に従い、子どもの理解に必要な知識、教

養を授けるとともに、深く保育に関する専門の学芸を教授研究し、知的、道
徳的及び応用的、実践的能力を備え、社会の発展に貢献する人材を育成する
ことを目的とする。

₂	 本学保育科は建学の精神に則り、保育・教育に関する研究を行うとともに、
保育・教育現場に対応する豊かな人間性と実践力を備え、地域社会の保育・
教育の発展に貢献できる保育者の育成を目的とする。

第 2 章　学科、学生定員及び修業年限

（学科及び学生定員）
第 2 条	 本学において設置する学科及びその学生定員は、次のとおりとする。

学　　科　　名 入学定員 収容定員
保　　育　　科 ₅₀ 人 ₁₀₀ 人
合　　　　　計 ₅₀ 人 ₁₀₀ 人

（修業年限及び在学年限）
第 3 条	 本学の修業年限は、次のとおりとする。

保　　育　　科	 2 年
₂　同一科に在学できる期間は、修業年限の2倍の期間を超えることはできない。

第 3 章　学年、学期、授業日数及び休業日

（学　　年）
第 4 条	 学年は 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。

（学期及び授業日数）
第 5 条	 学年を次の 2 学期に分ける。

前　　期　　　4 月 1 日から 9 月 30 日まで
後　　期　　　10 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで

₂　1 年間の授業日数は、定期試験等の日数を含め、35 週を原則とする。
（休 業 日）
第 6 条	 休業日は次のとおりとする。

日曜日
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国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日
創立記念日　5 月 15 日
春季休業日　3 月 21 日から 4 月 10 日まで
夏季休業日　7 月 11 日から 8 月 31 日まで
冬季休業日　12 月 21 日から 1 月 10 日まで

₂　必要がある場合、学長は、前項の休業日を臨時に変更することができる。
₃　第 1 項に定めるもののほか、学長は、臨時に休業日を定めることができる。
₄　休業日であっても、授業を行うことができる。

第 4 章　入学、退学、休学及び転学等

（入学の時期）
第 7 条	 入学の時期は、学年の始めとする。

（入学資格）
第 8 条	 本学に入学できる者は、次の各号の 1 に該当する者とする。

⑴　高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者
⑵　通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者、又は通常の課程以外の

課程により、これに相当する学校教育を修了した者
⑶　外国において、学校教育における 12 年の課程を修了した者、又はこれに

準ずる者で文部科学大臣の指定した者
⑷　文部科学大臣が高等学校の課程に相当する課程を有するものとして指定し

た在外教育施設の当該課程を修了した者
⑸　文部科学大臣の指定した者
⑹　大学入学資格検定規程（昭和 26 年文部省令第 13 号）により文部科学大臣

の行う大学入学資格検定に合格した者
⑺　その他相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力がある

と本学が認定した者
（入学の出願）
第 9 条	 本学に入学を志願する者は、本学所定の手続によって願出るものとする。

（入学志願者の提出書類）
第 10 条	 入学志願者は、入学願書に出身学校の学業成績調査書及び所定の入学検定料

を添えて、本学に提出しなければならない。
（入学者の選考）
第 11 条	 前条の入学志願者については、別に定めるところにより、選考を行う。

（入学の許可）
第 12 条	� 前条の選考の結果に基づき、合格の通知を受けた者は、所定の期日までに、

誓約書その他本学所定の書類を提出するとともに、所定の入学金を納付しな
ければならない。
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₂　学長は、前項の入学手続を完了した者に、入学を許可する。
（編入学、再入学、転入学、転学）
第 13 条	 本学に編入学、再入学又は転入学を志願する者があるときは、欠員のある場

合に限り、選考のうえ、相当年次に入学を許可することがある。
₂　前項の規定により入学を許可された者の既に修得した授業科目及び単位数の

取扱並びに在学すべき年数については、教授会の審議を経て学長が決定する。
₃　本学から他の大学に転学を希望する者は、学長の承認を得なければならない。

（休　　学）
第 14 条	 疾病その他やむを得ない事情により、2 カ月以上修学することができないと

きは、休学を願出ることができる。その手続は別に定めるところによる。
₂　疾病のため修学することが適当でないと認められる者については、学長は休

学を命ずることができる。
（休学の期間）
第 15 条	 休学の期間は、通算して 2 年を超えることができない。

₂　休学の期間は、第 3 条第 2 項の在学年限には算入しない。
（復　　学）
第 16 条	 休学期間中にその理由が消滅した場合は、学長の許可を得て復学することが

できる。
（退　　学）
第 17 条	 退学しようとする者は、その理由を記し、保証人連署のうえ、学長に願出な

ければならない。
（除　　籍）
第 18 条	 次の各号の 1 に該当する者は、教授会の審議を経て学長が除籍する。

⑴　第 3 条第 2 項に定める在学年限を超えた者
⑵　第 15 条に定める休学の期間を超えて、なお修学できない者
⑶　授業料の納付を怠り、督促しても、なお納付しない者
⑷　長期欠席し、病気又はその他の理由により成業の見込みがないと認められ

る者
⑸　長期間にわたり行方不明の者

₂　前項の規定により除籍された者については、一切の証明は行わない。

第 5 章　教育課程及び履修方法等

（授業科目）
第 19 条　授業科目を分けて、教養科目及び専門教育科目とする。

₂　授業科目の種類、単位数等は別表第 1 のとおりとする。
₃　前 2 項のほか、進路指導上必要と認めた場合は特別の授業科目を置く。
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（履修登録単位の上限について）
第 19 条の ₂　年間において履修できる単位数の上限は、履修要綱において別に定める。

（長期履修生）
第 19 条の ₃　経済的事情等により、第 3 条に定める修業年限を超えて 3 年間にわた

り計画的に授業科目を履修する旨を申し出た場合は、長期履修生としてその
計画的な履修を認めることができる。

₂　長期履修生について必要な事項は別に定める。
（入学金および授業料・施設費）
第 28 条

₄　長期履修生の授業料についての事項は別に定める。

附　　　則

55　�本学則は、令和 8 年 4 月 1 日より施行する。ただし、令和 8 年 3 月 31 日以前から
引き続き在学している者は、なお従前の例による。

（教職課程）
第 20 条　第 19 条に定めるもののほか、教職に関する専門科目を置く。

₂　授業科目の種類、単位数等は、別表第 2 のとおりとする。
（単位の計算方法）
第 21 条　各授業科目の単位数は、1 単位の授業科目を 45 時間の学修を必要とする内

容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教
育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して定める。

⑴　講義については、教室内における 1 時間の講義に対して、教室外における
2 時間の準備のための学修を必要とするものとし、15 時間の講義をもって 1
単位とする。

⑵　演習については、教室内における 2 時間の演習に対し、教室外における 1
時間の準備のための学修を必要とするものとし、30 時間の演習をもって 1 単
位とする。

⑶　実験、実習及び実技については、30 時間から45 時間の授業をもって1 単位
とする。

（課程修了の認定）
第 22 条	 各授業科目の課程修了の認定は、原則としてその授業の終了した学期末に定

期の試験を行い、判定した学業成績による。
₂	 授業時数に対する出席時数の割合が、別に定める一定比率に達しない者は、

当該科目につき一切の試験を受けることができない。
₃	 学費の納入を怠っている者は、試験を受けることができない。
₄	 やむを得ない事由のため、定期の試験を受けることができなかった者につい

ては、追試験を行うことがある。
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₅	 試験は、筆記、口述、論文などの方法による。
（学業成績の評価）
第 23 条	 学業成績の評価は、Ｓ（秀）・Ａ（優）・Ｂ（良）・Ｃ（可）・Ｄ（不可））をもって

あらわし、Ｃ（可）以上を修了と認定する。

第 6 章　卒　業　等

（卒業の要件）
第 24 条　学生は、卒業するためには、教養科目、専門教育科目あわせて 63 単位以上

を修業年限以上に修得しなければならない。
₂	 教養科目については、外国語科目 2 科目 4 単位以上、社会系科目 3 科目 6 単

位以上、国際関係系科目 2 科目 4 単位以上、健康科学科目講義または実技い
ずれか 1 単位以上、専門教育科目については 48 単位以上を修得しなければ
ならない。

（卒　　業）
第 25 条　本学に修業年限以上在学し、本学則に定める授業科目及び単位数（別表第 1）

を修得した者については、教授会の審議を経て、学長が卒業を認定する。
₂	 本学卒業生に本学学位規程の定めるところにより短期大学士の学位を授与…

する。
（資格の取得）
第 26 条	 教育職員の免許状を取得しようとする者は、第 24 条の規定によるほか、教

育職員免許法及び同法施行規則の定める単位（別表第 2）を修得しなければ
ならない。

₂　前項の教育職員の免許状の種類並びに履修する学科は次のとおりとする。
　　幼稚園教諭 2 種免許状　　　　　　　　保　育　科

₃　保育士の資格を取得しようとする者は、保育科に在籍し、第 24 条の規定に
よるほか、児童福祉法施行規則第 39 条の 2 第 1 項第 3 号の規定により厚生
労働大臣の定める修業科目及び単位（平成 13 年厚生労働省告示第 198 号）
を修得しなければならない。

₄　社会福祉主事の任用資格を得ようとする者は、本学において別に定める科目
を修得しなければならない。

第 7 章　入学検定料、入学金、授業料その他の納付金

（検 定 料）
第 27 条	 入学試験を受けようとする者は、所定の入学検定料 30,000 円を納付しなけ

ればならない。
（入学金及び授業料・施設費）
第 28 条	 入学を許可された者は、入学金 300,000 円を、所定の期日までに納付するも
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のとする。
₂	 授業料は、年額 600,000 円とし、施設費は年額 320,000 円とし、前期後期に

分かち、年額の 2 分の 1 を各学期始めの指定日に納付しなければならない。
₃	 授業料は、1 学期を通じて休学した者からは、その学期に限り徴収しない。

ただし、途中復学した者は、その学期の授業料を納付しなければならない。
（納付した授業料等）
第 29 条	 一旦収受した入学検定料、入学金、授業料等の納付金は返還しない。ただし、

入学金を除く入学時納付金については、所定の手続きを行った場合には返還
するものとする。

（実験・実習費）
第 30 条	 実験、実習に必要な費用は、別にこれを徴収する。

（追・再試験料）
第 31 条	 追・再試験を受けようとする者は、所定の試験料を納付しなければならない。

第 8 章　職員組織、教授会

（職員組織）
第 32 条	 本学に学長、教授、准教授、講師、助教、助手及び事務職員、技術職員その

他必要な職員を置く。
（教授会の構成及び審議事項）
第 33 条	 本学に教授会を置く。

₂　教授会は、学長及び専任教授をもって組織する。ただし、学長が必要と認め
たときは、准教授その他の職員を加えることができる。

₃　教授会は、次の事項を審議し、学長がこれら事項について決定を行うに当た
り意見を述べるものとする。

⑴　学生の入学、卒業及び課程の修了に関する事項
⑵　学位の授与に関する事項
⑶　教育課程の編成及び履修に関する事項
⑷　前 3 号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、学長が教授

会の意見を参酌したうえで学長裁定した事項
₄　教授会は、前項に規定するもののほか、学長及び学科長がつかさどる教育研

究に関する次の事項について審議し、学長の求めに応じ意見を述べることが
できる。

⑴　学生の編入学、転入学、再入学、転学、留学、復学、退学及び除籍に関す
る事項

⑵　学生の試験に関する事項
⑶　学生の進級に関する事項
⑷　学生生活の指導及び学生団体等課外活動に関する事項
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⑸　学生の表彰、懲戒その他学生の厚生補導に関する事項
⑹　研究生、科目等履修生及び外国人留学生の入学及び指導に関する事項
⑺　公開講座に関する事項
⑻　学則その他学内規程等の制定及び改廃に関する事項
⑼　教員の人事に関する事項
⑽　その他本学の教育研究に関する重要事項

₅　教授会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

第 9 章　図　書　館

（図 書 館）
第 34 条	 本学に図書館を附設する。

₂　図書館に関する規則は、別にこれを定める。

第 10 章　科目等履修生

（科目等履修生の入学）
第 35 条	 本学の学科課程の一部を選んで、履修を希望する者があるときは、学生の学

修を妨げない限り、選考のうえ科目等履修生として入学を許可することがで
きる。

（単位の授与）
第 36 条	 科目等履修生は、その履修した学科目について、第 21 条の規定により単位

を与えることができる。
₂　その他科目等履修生に関する規定は、別に定めるところによる。

第 11 章　委 託 学 生

（委託学生の入学）
第 37 条	 委託学生として入学を志願する者があるときは、正規の学生の学修を妨げな

い限り、特別選考のうえ許可することがある。
（委託学生）
第 38 条	 委託学生とは、官公庁、外国政府その他の委託に基づき、第 7 条及び第 8 条

の規定によらないで、本学において学修を許可された者をいう。
（履修科目の試験）
第 39 条	 委託学生は、履修した科目について試験を受けなければならない。

₂　前項の試験に合格した者には、単位修得証明書を交付する。

第 12 章　外国人学生

（外国人の入学）
第 40 条	 本学に外国人を入学させることができる。
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₂　外国人学生の入学については、別に規定で定める。

第 13 章　公 開 講 座

（公開講座の開設）
第 41 条	 本学には、必要に応じ、公開講座を設けることができる。

第 14 章　賞　　　罰

（表　　彰）
第 42 条	 操行、学業ともに優秀で、他の模範となる者に対しては表彰し、授業料を免

除することがある。
（懲　　戒）
第 43 条	 本学に在学するもので、次の各号の 1 に該当する者は、教授会の審議を経て、

学長はこれに訓告、停学及び退学等の懲戒を加えることができる。
⑴　性行不良で改善の見込みがないと認められる者
⑵　学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
⑶　正当の理由がなくて出席常でない者
⑷　学校の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者

第 15 章　厚 生 施 設

（学 生 寮）
第 44 条	 本学に学生寮を置く。

₂　学生寮に関する規則は、別に定める。

附　　　則

54　（1）�本学則は、令和 7 年 4 月 1 日より施行する。ただし、令和 7 年 3 月 31 日以前
から引き続き在学している者は、なお従前の例による。

（2）第 2 条の規定にかかわらず令和 8 年度の収容定員は以下のとおりとする。

学　科　名 年　度 収容定員
保　　育　　科 令和 8 年度 ₁₀₀ 人

55　本学則は、令和 8 年 4 月 1 日より施行する。ただし、令和 8 年 3 月 31 日以前から
引き続き在学している者は、なお従前の例による。
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別表第 1
（1）教養科目

（2）専門教育科目

授業科目の区分等 授 業 科 目
単　位　数

備　　考
必修 選択 計

外 国 語 科 目
英 　 　 語 2 2
英語コミュニケーション 2 2

社 会 系 科 目

心 　 理 　 学 2 2
日 本 国 憲 法 2 2
ボ ラ ン テ ィ ア 2 2
生 命 倫 理 2 2

国際関係系科目
国 際 関 係 論 2 2
比 較 文 化 論 2 2

健 康 科 学 科 目
健 康 体 育 論 2 2
幼 児 体 育 Ⅰ 1 1

学科の名称 授　業　科　目
単　位　数

備　　　考
必修 選択 計

保 育 科 保 育 原 理 2 2
教 育 学 原 論 2 2
児 童 家 庭 福 祉 2 2
社 会 福 祉 2 2
子 育 て 支 援 1 1
社 会 的 養 護 2 2
幼 児 教 育 教 師 論 2 2
発 達 心 理 学 2 2
子ども家庭支援の心理学 2 2
子 ど も の 理 解 と 援 助 1 1
子 ど も の 保 健 2 2
子 ど も の 健 康 と 安 全 1 1
子 ど も の 食 と 栄 養 2 2
家 庭 支 援 論 2 2
教 育 課 程 論 2 2
保 育 内 容 総 論 1 1
健 康 指 導 法 1 1
人 間 関 係 指 導 法 1 1
環 境 指 導 法 1 1
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言 葉 指 導 法 1 1
音 楽 的 表 現 指 導 法 1 1
造 形 的 表 現 指 導 法 1 1
乳 児 保 育 Ⅰ 2 2
乳 児 保 育 Ⅱ 1 1
特 別 支 援 保 育 2 2
社 会 的 養 護 内 容 1 1
幼 児 音 楽 Ⅰ 2 2
図 画 工 作 2 2
幼 児 体 育 Ⅱ 2 2
保 育 実 習 Ⅰ【保 育 所】 2 2
保 育 実 習 Ⅰ【施　 設】 2 2
保育実習指導Ⅰ【保育所】 1 1
保育実習指導Ⅰ【施　設】 1 1
保 育 実 践 演 習 2 2
教 育 社 会 学 2 2
教 育 相 談 2 2
食 育 指 導 1 1
病 後 児 保 育 1 1
児 童 文 学 2 2
健 康 2 2
幼 児 と 人 間 関 係 2 2
身 体 的 表 現 指 導 法 1 1
教 育 方 法 論 2 2
幼 児 音 楽 Ⅱ 2 2
音 楽 表 現 実 践 演 習 Ⅰ 2 2
幼 児 音 楽 Ⅲ 2 2
音 楽 表 現 実 践 演 習 Ⅱ 2 2
保 育 と 情 報 処 理 2 2
保 育 実 習 Ⅱ 2 2
保 育 実 習 指 導 Ⅱ 1 1
保 育 実 習 Ⅲ 2 2
保 育 実 習 指 導 Ⅲ 1 1
教 育 実 習 Ⅰ 2 2
教 育 実 習 Ⅱ 2 2
教 育 実 習 指 導 1 1
教　職　実　践　演　習 2 2
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別表第 2
教職に関する専門科目

幼稚園教諭二種免許状

学科の名称 授　業　科　目
単　位　数

備　　　考
必修 選択 計

保　育　科 発 達 心 理 学 2 2
子 ど も の 理 解 と 援 助 1 1
特 別 支 援 保 育 2 2
健 康 指 導 法 1 1
人 間 関 係 指 導 法 1 1
環 境 指 導 法 1 1
言 葉 指 導 法 1 1
音 楽 的 表 現 指 導 法 1 1
造 形 的 表 現 指 導 法 1 1
身 体 的 表 現 指 導 法 1 1
幼 児 教 育 教 師 論 2 2
教 育 学 原 論 2 2
教 育 社 会 学 2 2
教 育 課 程 論 2 2
教 育 方 法 論 2 2
教　　 育　　 相　　 談 2 2
健　　　　　　　　　康 2 2
幼 児 と 人 間 関 係 2 2
児 童 文 学 2 2
幼 児 音 楽 Ⅰ 2 2
幼 児 音 楽 Ⅱ 2 2
教 育 実 習 指 導 1 1
教 育 実 習 Ⅰ 2 2
教 育 実 習 Ⅱ 2 2
教　職　実　践　演　習 2 2


